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 平成２１年度の調査審議等の状況 

（平成２１年４月～平成２２年３月） 

 

 

Ⅰ 全体 

 

１ 諮問・答申件数 

   平成２１年度の諮問件数は８０９件，答申件数は８４９件，未済件数は６６４件とな

っている。 

なお，平成１３年度から平成２１年度までの総諮問件数は７，２３４件，総答申件数

は６，２８１件となっている。 

 

○情報公開関連と個人情報保護関連の総計 

［平成２１年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関   ７２６ ７６３ １８ 

独立行政法人等  ８３  ８６ １３ 

累  計   ８０９ ８４９ ３１ 

 

［平成１３年度～平成２１年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 未済件数 

（平成２１年度末）

行政機関 ６，４３６ ５，６４９ ２３７ ５５０ 

独立行政法人等 ７９８ ６３２ ５２ １１４ 

累  計 ７，２３４ ６，２８１ ２８９ ６６４ 

  

２ 答申結果の分類 

平成２１年度に出された答申件数（８４９件）のうち，諮問庁の判断は妥当でないと

したもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，２４６件（２９．０％）である。 

 

諮問庁の判断は妥当でないとしたもの ３３（ ３．９％） 

諮問庁の判断は一部妥当でないとしたもの ２１３（２５．１％） 

諮問庁の判断は妥当であるとしたもの ６０３（７１．０％） 

 

３ 中間答申 

平成２１年度においては，運営規則２４条３項の規定に基づく中間答申の実績はなか

った。 
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４ 取下げ 

   平成２１年度における諮問事件の取下げは，合計で３１件である。このうち，情報公

開関連は２８件（行政機関１６件，独立行政法人等１２件），個人情報保護関連は３件

（行政機関２件，独立行政法人等１件）である。 

取下げの理由をみると，全部開示したものは１３件，改めて開示決定等を実施したも

のは１件，不服申立人の自主的な取下げは１１件，その他６件となっている。 

 

５ 平均処理期間・審議回数 

   平成２１年度の答申（８４９件）について，平均処理期間は３３２．５日，平均審議

回数は３．０回であり，最短の事件では３２日で処理が終了しており（平成２１年度（独

情）答申８号及び平成２１年度（独個）答申１７号），最長の事件では２，０７９日かかってい

る（平成２１年度（行情）答申第３号）。 

   なお，答申までの所要日数の分布をみると，次のとおり，８か月超９か月以内で答申

をしたものが最も多く，次いで４か月超５か月以内及び６か月超７か月以内で答申した

ものとなっている。 

 

 

所要日数 答申数（件） 割合（％） 

１か月以内に答申      ０ ０．０ 

２か月以内 ２６ ３．１ 

３か月以内  ５７ ６．７ 

４か月以内 ５５ ６．５ 

５か月以内 ５８ ６．８ 

６か月以内 ４３ ５．１ 

７か月以内 ５８ ６．８ 

８か月以内 ５１ ６．０ 

９か月以内 ６１ ７．２ 

１０か月以内 ５６ ６．６ 

１１か月以内 ５１ ６．０ 

１２か月以内 ４７ ５．５ 

１３か月以内 ３０ ３．５ 

１４か月以内 ３８ ４．５ 

１５か月以内 ２４ ２．８ 

１６か月以内 ２７ ３．２ 

１７か月以内 ２６ ３．１ 

１８か月以内 １４ １．６ 

１９か月以内 ３７ ４．４ 

６００日以内  ９ １．１ 

７００日以内 ２３ ２．７ 

８００日以内 ２５ ２．９ 

９００日以内 １０ １．２ 

９００日超 ２３ ２．７ 

（注）１か月＝３０日として集計 
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６ 各部会の調査審議回数 

   各部会は，原則として１週間に１回のペースで調査審議を行った。 

 

 調査審議回数 

第１部会 ３２回 

第２部会 ３４回 

第３部会 ２９回 

第４部会   ３６回 

第５部会   ３２回 

 

７ 口頭意見陳述及び口頭説明聴取の実績 

平成２１年度の答申（８４９件）についてみると，不服申立人等から口頭意見陳述を

聴取したとする記載のあるものは５件（不服申立人２件，参考人２件，諮問庁の職員１

件）であり，諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあるものは９３件である。 

（注）１ 一つの事件について，双方ともに実施される場合もある。 

    ２ 部会又は指名委員による聴取実績である。  

 

８ 指名委員の活動実績 

   平成２１年度の答申（８４９件）についてみると，８０件について，情報公開・個人

情報保護審査会設置法（以下「設置法」という。）１２条に基づき指名委員が口頭意見

陳述又は口頭説明の聴取を行っている。 

 

９ 特徴のある事件 

存否応答拒否事件，不存在事件等の特徴のある諮問事件については，平成２１年度の

状況は以下のとおりであり，不存在事件が全諮問事件数の１６．２％と最も多く，次に

文書・保有個人情報の特定を争う事件が全体の７．２％と多い。 

 

 

 

答申所要日数 

（件数） 

（所要日数） 
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（諮問）                              （単位：件，％） 

 
情報公開 

個人情報 

保護 
合 計 全諮問件数に占める割合 

不存在事件 １０８ ２３   １３１ １６．２ 

存否応答拒否事件 ４３ ４ ４７ ５．８ 

文書等の特定を争う事件 ４６ １２ ５８ ７．２ 

適用除外事件 １  ４     ５ ０．６ 

逆ＦＯＩＡ事件 ２９ ０ ２９ ３．６ 

行政文書等非該当事件 ０ ２     ２ ０．２ 

 

（答申）                               （単位：件） 

 情報 

公開 

個人情報

保護 
合 計 全部を妥当でないとした答申数 

不存在事件 １１４ １７ １３１ 情報公開７件，個人情報保護１件

存否応答拒否事件 ３９    ２ ４１ 情報公開３件 

文書等の特定を争う事件 ３３  ８ ４１ 情報公開２件，個人情報保護１件

適用除外事件  ４    １  ５ ― 

逆ＦＯＩＡ事件 ２１    ０ ２１ 情報公開２件 

行政文書等非該当事件   １    ４   ５ 個人情報保護１件 

 

９－１ 不存在事件 

  不存在事件については，平成２１年度で１３１件（情報公開１０８件，個人情報保護

２３件）の諮問を受け，平成２０年度以前の諮問も含め，１３１件（情報公開１１４件，

個人情報保護１７件）について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち，妥当でないとされたもの（文書が存在するとさ

れたもの等）は８件あり，情報公開関連が７件（注１），個人情報保護関連が１件（注２）

である。 

（注）１ 平成２１年度（行情）答申第８４号，平成２１年度（行情）答申第１００号，平成２１年度

（行情）答申第２８０号，平成２１年度（行情）答申第４５７号，平成２１年度（行情）答申

第４７０号，平成２１年度（行情）答申第４８８号及び平成２１年度（独情）答申第２２号 

２ 平成２１年度（行個）答申第２４号 

 

９－２ 存否応答拒否事件 

  存否応答拒否事件については，平成２１年度に４７件（情報公開４３件，個人情報保

護４件）の諮問を受け，平成２０年度以前の諮問も含め，４１件（情報公開３９件，個

人情報保護２件）について答申を出している。 

この存否応答拒否事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，情報公開関

連で３件（注）である。 

（注） 平成２１年度（行情）答申第１５８号，平成２１年度（行情）答申第４３５号及び平成２１年

度（行情）答申第５４６号 

 

９－３ 文書・保有個人情報の特定を争う事件 

  文書・保有個人情報の特定を争う事件については，平成２１年度に５８件（情報公開

４６件，個人情報保護１２件）の諮問を受け，平成２０年度以前の諮問を含め，４１件

（情報公開３３件，個人情報保護８件）について答申を出している。 
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この文書等の特定を争う事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは３件あ

り，情報公開関連が２件（注１），個人情報保護関連が１件（注２）である。 

（注）１ 平成２１年度（行情）答申第３０４号及び平成２１年度（行情）答申第４７６号 

２ 平成２１年度（独個）答申第２５号 

 

９－４ 適用除外事件 

  適用除外事件については，平成２１年度に５件（情報公開１件，個人情報保護４件）

の諮問を受け，平成２０年度以前の諮問を含め，５件（情報公開４件，個人情報保護１

件）について答申を出している。 

この適用除外事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものはない。 

 

９－５ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

  処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯＩ

Ａに関する事件については，平成２１年度に２９件（すべて情報公開）の諮問を受け，

平成２０年度以前の諮問を含め，２１件（すべて情報公開）について答申を出している。 

この逆ＦＯＩＡ事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，情報公開関連

で２件（注）である。 

（注） 平成２１年度（行情）答申第５５４号及び平成２１年度（行情）答申第５５７号 

 

９－６ 行政文書等非該当事件 

  行政文書等非該当事件については，平成２１年度に２件（すべて個人情報保護）の諮

問を受け，平成２０年度以前の諮問を含め，５件（情報公開１件，個人情報保護４件）

について答申を出している。 

これら行政文書等非該当事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，個人

情報保護関連で１件（平成２１年度（行個）答申第７６号）である。 

 

１０ インカメラ 

  平成２１年度の答申（８４９件）についてみると，対象文書又は対象保有個人情報を

見分したとの記載があるのは５８１件となっている。 

（注） 答申の調査審議の経過欄に，「本件対象文書の見分」等と記載されている答申数である。対象文

書が不存在である場合，一定の様式に記入された個人情報であり，その記載項目によって開示・

不開示の判断が可能な場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合など，事柄の性格上イン

カメラ審理を要しない場合がある。 

 

１１ ヴォーンインデックス 

平成２１年度の答申（８４９件）についてみると，諮問庁から設置法９条３項の資料（ヴ

ォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注） ただし，これをヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が

自主的に，あるいは事務局の要請に応じて開示請求対象文書等の内容を整理して提出している場

合がある。 

 

１２ 地方での口頭意見陳述聴取の実施 

  平成２１年度に不服申立人等の口頭意見陳述の聴取を地方において行った実績はない。 
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Ⅱ 情報公開 

 

１ 諮問・答申件数 

  平成２１年度の諮問件数は６３０件，答申件数は７１２件，未済件数は４９８件とな

っている。 

なお，平成１３年度から平成２１年度までの総諮問件数は６，３４７件，総答申件数

は５，５９２件となっている。 

 

 ○情報公開関連 

［平成２１年度］                 （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 ５７３ ６５８ １６ 

独立行政法人等   ５７  ５４ １２ 

累  計      ６３０     ７１２     ２８ 

 

［平成１３年度～平成２１年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 未済件数 

（平成２１年度末）

行政機関 ５，７２３ ５，１０５ ２１０    ４０８ 

独立行政法人等 ６２４ ４８７ ４７    ９０ 

累  計 ６，３４７ ５，５９２ ２５７   ４９８ 

 

２ 答申結果の分類 

平成２１年度に出された答申件数（７１２件）のうち，諮問庁の判断は妥当でないと

したもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，２０１件（２８．２％）である。 

 

諮問庁の判断は妥当でないとしたもの ２４（ ３．４％） 

諮問庁の判断は一部妥当でないとしたもの １７７（２４．９％） 

諮問庁の判断は妥当であるとしたもの ５１１（７１．８％） 

 

３ 平均処理期間・審議回数 

  平成２１年度の答申（７１２件）について，平均処理期間は３３８．８日，平均審議

回数は３．１回であり，最短の事件では３２日で処理が終了しており（平成２１年度（独情）

答申第８号），最長の事件では２，０７９日かかっている（平成２１年度（行情）答申第３号）。 

  なお，答申までの所要日数の分布をみると，次のとおり，２か月超３か月以内で答申

をしたものが最も多くなっている。 
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所要日数 答申数（件） 割合（％） 

１か月以内に答申      ０ ０．０ 

２か月以内 １８ ２．５ 

３か月以内  ５４ ７．６ 

４か月以内 ４８ ６．７ 

５か月以内 ４９ ６．９ 

６か月以内 ３６ ５．１ 

７か月以内 ４８ ６．７ 

８か月以内 ４０ ５．６ 

９か月以内 ５０ ７．０ 

１０か月以内 ４８ ６．７ 

１１か月以内 ３９ ５．５ 

１２か月以内 ３９ ５．５ 

１３か月以内 ２５ ３．５ 

１４か月以内 ２７ ３．８ 

１５か月以内 ２０ ２．８ 

１６か月以内 ２０ ２．８ 

１７か月以内 ２６ ３．７ 

１８か月以内 １１ １．５ 

１９か月以内 ３３ ４．６ 

６００日以内  ８ １．１ 

７００日以内 １９ ２．７ 

８００日以内 ２１ ２．９ 

９００日以内 １０ １．４ 

９００日超 ２３ ３．２ 

（注）１か月＝３０日として集計 

 

 

0

18

54
48 49

36

48

40

50 48

39 39

25 27
20 20

26

11

33

8

19 21

10

23

0

10

20

30

40

50

60

１
か
月
以
内
に
答
申

２
か
月
以
内

３
か
月
以
内

４
か
月
以
内

５
か
月
以
内

６
か
月
以
内

７
か
月
以
内

８
か
月
以
内

９
か
月
以
内

１
０
か
月
以
内

１
１
か
月
以
内

１
２
か
月
以
内

１
３
か
月
以
内

１
４
か
月
以
内

１
５
か
月
以
内

１
６
か
月
以
内

１
７
か
月
以
内

１
８
か
月
以
内

１
９
か
月
以
内

６
０
０
日
以
内

７
０
０
日
以
内

８
０
０
日
以
内

９
０
０
日
以
内

９
０
０
日
超

 
 

答申所要日数 

（件数） 
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４ 口頭意見陳述及び口頭説明聴取の実績 

  平成２１年度の答申（７１２件）についてみると，不服申立人等から口頭意見陳述を

聴取したとする記載のあるものは５件（不服申立人２件，参考人２件，諮問庁の職員１

件）であり，諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあるものは８２件である。 

（注）１ 一つの事件について，双方ともに実施される場合もある。 

    ２ 部会又は指名委員による聴取実績である。  

 

５ 特徴のある事件 

存否応答拒否事件，不存在事件等の特徴のある諮問事件については，平成２１年度の

状況は以下のとおりであり，不存在事件が全諮問事件数の１７．１％と最も多く，次に

文書の特定を争う事件が全体の７．３％と多い。 

 

（単位：件，％） 

諮 問 答 申 

区 分 
件数 

全諮問件数に 

占める割合 
件数 

全部を妥当でな

いとした答申数

不存在事件 １０８ １７．１ １１４ ７ 

存否応答拒否事件 ４３ ６．８ ３９ ３ 

文書の特定を争う事件 ４６ ７．３ ３３ ２ 

適用除外事件     １ ０．２     ４ ０ 

逆ＦＯＩＡ事件 ２９ ４．６    ２１ ２ 

行政文書等非該当事件     ０ ０．０     １ ０ 

 

５－１ 不存在事件 

  不存在事件については，平成２１年度では１０８件の諮問を受け，平成２０年度以前

の諮問も含め，１１４件について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち，妥当でないとされたもの（文書が存在するとさ

れたもの等）は，７件（注）である。 

（注） 平成２１年度（行情）答申第８４号，平成２１年度（行情）答申第１００号，平成２１年度（行

情）答申第２８０号，平成２１年度（行情）答申第４５７号，平成２１年度（行情）答申第４７

０号，平成２１年度（行情）答申第４８８号及び平成２１年度（独情）答申第２２号 

 

５－２ 存否応答拒否事件 

  存否応答拒否事件については，平成２１年度に４３件の諮問を受け，平成２０年度以

前の諮問も含め，３９件について答申を出している。 

この存否応答拒否事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，３件（注）で

ある。 

（注） 平成２１年度（行情）答申第１５８号，平成２１年度（行情）答申第４３５号及び平成２１年

度（行情）答申第５４６号 

 

５－３ 文書の特定を争う事件 

  文書の特定を争う事件については，平成２１年度に４６件の諮問を受け，平成２０年

度以前の諮問を含め，３３件について答申を出している。 

この文書の特定を争う事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，２件（注）

である。 
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（注） 平成２１年度（行情）答申第３０４号及び平成２１年度（行情）答申第４７６号 

 

５－４ 適用除外事件 

  適用除外事件については，平成２１年度に１件の諮問を受け，平成２０年度以前の諮

問を含め，４件について答申を出している。 

  この適用除外事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものはない。 

 

５－５ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

  処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯＩ

Ａに関する事件については，平成２１年度に２９件の諮問を受け，平成２０年度以前の

諮問を含め，２１件について答申を出している。 

この逆ＦＯＩＡ事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは，２件（注）であ

る。 

（注） 平成２１年度（行情）答申第５５４号及び平成２１年度（行情）答申第５５７号 

 

５－６ 行政文書等非該当事件 

行政文書等非該当事件については，平成２１年度に受け付けた諮問はなく，平成２０

年度以前の諮問で，１件について答申を出している。 

この行政文書等非該当事件に関する答申は，妥当でないとされたものではない。 

 

６ インカメラ 

  平成２１年度の答申（７１２件）についてみると，対象文書を見分したとの記載があ

るのは４９１件となっている。 

（注） 答申の調査審議の経過欄に，「本件対象文書の見分」等と記載されている答申数である。対象文

書が不存在である場合，一定の様式に記入された個人情報であり，その記載項目によって開示・

不開示の判断が可能な場合，存否応答拒否の正当性が争われている場合など，事柄の性格上イン

カメラ審理を要しない場合がある。 

 

７ ヴォーンインデックス 

平成２１年度の答申（７１２件）についてみると，諮問庁から設置法９条３項の資料（ヴ

ォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注） ただし，これをヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が

自主的に，あるいは事務局の要請に応じて開示請求対象文書の内容を整理して提出している場合

がある。 
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Ⅲ 個人情報保護 

 

１ 諮問・答申件数 

  平成２１年度の諮問件数は１７９件，答申件数は１３７件，未済件数は１６６件とな

っている。 

  なお，平成１７年度からの総諮問件数は８８７件，総答申件数は６８９件となってい

る。 

 

○個人情報保護関連 

[平成２１年度]                   （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

行政機関 １５３ １０５     ２ 

独立行政法人等 ２６ ３２     １ 

累  計 １７９ １３７     ３ 

 

 

＜行政機関＞                  （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

開示請求関連 １３４  ９２     １ 

訂正請求関連    １８    １１     １ 

利用停止請求関連     １     ２     ０ 

累  計 １５３ １０５     ２ 

 

 

 ＜独立行政法人等＞               （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 

開示請求関連 ２１ ２５     １ 

訂正請求関連     ２     ６     ０ 

利用停止請求関連     ３     １     ０ 

累  計 ２６ ３２     １ 

 

 

［平成１７年度～平成２１年度］                  （単位：件） 

 諮問件数 答申件数 取下件数 未済件数 

（平成２１年度末）

行政機関 ７１３ ５４４    ２７ １４２ 

独立行政法人等 １７４ １４５     ５ ２４ 

累  計 ８８７ ６８９    ３２ １６６ 
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２ 答申結果の分類 

平成２１年度に出された答申件数（１３７件）のうち，諮問庁の判断は妥当でないと

したもの（一部妥当でないとしたものを含む。）は，４５件（３２．８％）である。 

 

諮問庁の判断は妥当でないとしたもの ９（ ６．６％） 

諮問庁の判断は一部妥当でないとしたもの ３６（２６．３％） 

諮問庁の判断は妥当であるとしたもの ９２（６７．２％） 

 

３ 平均処理期間・審議回数 

  平成２１年度の答申（１３７件）について，平均処理期間は２９９．６日，平均審議

回数は２．６回であり，最短の事件では３２日で処理が終了しており（平成２１年度（独個）

答申第１７号），最長の事件では７９５日かかっている（平成２１年度（独個）答申第３１号）。 

  なお，答申までの所要日数の分布をみると，次のとおり，１０か月超１１か月以内で

答申をしたものが最も多くなっている。 

 

所要日数 答申数（件） 割合（％） 

１か月以内      ０ ０．０ 

２か月以内   ８ ５．８ 

３か月以内  ３ ２．２ 

４か月以内      ７ ５．１ 

５か月以内      ９ ６．６ 

６か月以内      ７ ５．１ 

７か月以内 １０ ７．３ 

８か月以内     １１ ８．０ 

９か月以内 １１ ８．０ 

１０か月以内      ８ ５．８ 

１１か月以内     １２ ８．８ 

１２か月以内      ８ ５．８ 

１３か月以内      ５ ３．６ 

１４か月以内     １１ ８．０ 

１５か月以内      ４ ２．９ 

１６か月以内      ７ ５．１ 

１７か月以内      ０ ０．０ 

１８か月以内      ３ ２．２ 

１９か月以内      ４ ２．９ 

６００日以内      １ ０．７ 

６００日超      ８ ５．８ 

（注）１か月＝３０日として集計 

 

 

 

 

 



 - 12 -

 

0

8

3

7

9

7

10
11 11

8

12

8

5

11

4

7

0

3
4

1

8

0

2

4

6

8

10

12

14
１
か
月
以
内

２
か
月
以
内

３
か
月
以
内

４
か
月
以
内

５
か
月
以
内

６
か
月
以
内

７
か
月
以
内

８
か
月
以
内

９
か
月
以
内

１
０
か
月
以
内

１
１
か
月
以
内

１
２
か
月
以
内

１
３
か
月
以
内

１
４
か
月
以
内

１
５
か
月
以
内

１
６
か
月
以
内

１
７
か
月
以
内

１
８
か
月
以
内

１
９
か
月
以
内

６
０
０
日
以
内

６
０
０
日
超

 
 

 

４ 口頭意見陳述及び口頭説明聴取の実績 

  平成２１年度の答申（１３７件）についてみると，不服申立人等から口頭意見陳述を

聴取したとする記載のあるものはなく，諮問庁から口頭説明を聴取したとする記載のあ

るものは１１件である。 

（注）１ 一つの事件について，双方ともに実施される場合もある。 

２ 部会又は指名委員による聴取実績である。  

 

５ 特徴のある事件 

存否応答拒否事件，不存在事件等の特徴のある諮問事件については，平成２１年度の

状況は以下のとおりであり，不存在事件が全諮問事件数の１２．８％と最も多く，次に

保有個人情報の特定を争う事件が全体の６．７％と多い。 

 

（単位：件，％） 

諮 問 答 申 

区 分 
件数 

全諮問件数に 

占める割合 
件数 

全部を妥当でな

いとした答申数

不存在事件 ２３ １２．８ １７ １ 

存否応答拒否事件  ４ ２．２  ２ ０ 

保有個人情報の特定を争う事件 １２ ６．７  ８ １ 

適用除外事件     ４ ２．２     １ ０ 

逆ＦＯＩＡ事件  ０ ０．０     ０ ０ 

保有個人情報非該当事件     ２ １．１     ４ １ 

 

５－１ 不存在事件 

  不存在事件については，平成２１年度では２３件の諮問を受け，平成２０年度以前の

諮問も含め，１７件について答申を出している。 

この不存在事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは１件（平成２１年度（行

個）答申第２４号）である。 

答申所要日数 

（件数） 

（所要日数） 
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５－２ 存否応答拒否事件 

  存否応答拒否事件については，平成２１年度に４件の諮問を受け，平成２０年度以前

の諮問も含め，２件について答申を出している。 

この存否応答拒否に関する答申のうち，妥当でないとされたものはない。 

 

５－３ 保有個人情報の特定を争う事件 

  保有個人情報の特定を争う事件については，平成２１年度に１２件の諮問を受け，平

成２０年度以前の諮問を含め，８件について答申が出されている。 

この保有個人情報の特定を争う事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは

１件（平成２１年度（独個）答申第２５号）である。 

 

５－４ 適用除外事件 

  適用除外事件については，平成２１年度に４件の諮問を受け，平成２０年度以前の諮

問で，１件について答申を出している。 

この適用除外事件に関する答申は，妥当でないとされたものではない。 

 

５－５ 逆ＦＯＩＡ（第三者不服申立て）事件 

処分庁が開示するとした部分について，第三者が当該部分の不開示を求める逆ＦＯＩ

Ａに関する事件については，平成２１年度に受け付けた諮問はなく，答申も出されてい

ない。 

 

５－６ 保有個人情報非該当事件 

保有個人情報非該当事件については，平成２１年度に２件の諮問を受け，平成２０年

度以前の諮問も含め，４件の答申を出している。 

この保有個人情報非該当事件に関する答申のうち，妥当でないとされたものは１件（平

成２１年度（行個）答申第７６号）である。 

 

６ インカメラ 

  平成２１年度の答申（１３７件）についてみると，対象保有個人情報を見分したとの

記載があるのは９０件となっている。 

（注） 答申の調査審議の経過欄に，「本件対象保有個人情報の見分」と記載されている答申数である。

対象保有個人情報が不存在である場合など，事柄の性格上インカメラ審理を要しない場合がある。 

 

７ ヴォーンインデックス 

平成２１年度の答申（１３７件）についてみると，諮問庁から設置法９条３項の資料（ヴ

ォーンインデックス）の提出を受けたとの記載があるものはない。 

（注） ただし，これをヴォーンインデックスと呼ぶことが適当であるかどうかは別として，諮問庁が

自主的に，あるいは事務局の要請に応じて対象保有個人情報の内容を整理して提出している場合

がある。 
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Ⅳ  付言の実績 

当審査会では，答申において，諮問庁（又は処分庁）における情報公開・個人情報保護

制度の運用が不適切である場合や，同制度の運用そのものの問題ではないにしても，同制

度の円滑かつ適切な運用を行うために必要な措置について付言を行うことがある。 

平成２１年度の答申を整理すると，８３件の答申において付言がみられ，諮問の遅れな

ど１２の項目にわたって意見が述べられている。 

主な項目別件数としては，諮問の遅れ・早期諮問に関する付言（２９件）が最も多く，

続いて，情報提供に関する付言（１８件），文書管理に関する付言（１５件），開示決定時

等の理由の提示に関する付言及び審査会への対応についての付言（それぞれ７件）などと

いう順になっている。 

各項目の主な付言内容は，以下のとおりである。 

（注） 一つの答申において，複数の項目にわたって付言しているものもある。 

 

 １） 諮問の遅れ・早期諮問について付言したもの（２９） 

  ・ 本件において，異議申立てから諮問までに約２年１か月を経過しており，異議申

立てから諮問までの期間については，諮問庁における業務の繁忙等を考慮したとし

ても，「簡易迅速な手続」による処理とは言い難い側面があることは否めず，諮問庁

においては，今後，開示決定等に対する異議申立事件における諮問に当たって，迅

速かつ的確な対応が望まれる。（平成２１年度（行情）答申第１７号） 

  ・ 開示決定等について不服申立てがあったときは，法１８条において，原則として

当審査会に諮問しなければならないとされており，平成１７年８月３日情報公開に

関する連絡会議申合せにおいて，「各行政機関は，不服申立てがあった場合，的確な

事務処理の進行管理を徹底することにより，可能な限り速やかに審査会へ諮問す

る。」こととされ，諮問までは，「特段の事情がない限り，遅くとも９０日を超えな

いようにすることとする。」とされており，本件において，諮問までに２年半を要す

る特段の事情があったとは認められず，諮問庁は，速やかに当審査会へ諮問すべき

であった。今後，的確な事務処理の進行管理を徹底すべきである。（平成２１年度（行

個）答申第５４９号） 

など     

 

２） 情報提供について付言したもの（１８） 

・ 諮問庁は，本件は，そもそも行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に

基づく開示請求について教示すべき事案であったと説明していることから，今後，

自己情報について開示請求をしようとする者に対しては，同法に基づく開示請求を

行うことができる旨を窓口で説明するなど，適切な対応をすることが望まれる。（平

成２１年度（行情）答申第６２号） 
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・ 本件開示請求においては，処分庁は開示請求の趣旨をくみ取り，存否応答拒否と

ならないよう，可能な限り特定の個人名や会社名の記載を避けた開示請求をすべき

ことなど，開示請求者に十分な教示を行う必要があったと考えられ，今後，開示請

求に係る事務手続において，適切に対応することが望まれる。（平成２１年度（行

情）答申第５０２号） 

など     

 

 ３） 文書管理について付言したもの（１５） 

  ・ 本件のごとき事例は，平素より，自らの組織が保有する文書の存否確認及び保存

期間到来後の文書の取扱い等に関し細心の注意を払っていれば未然に防止できた可

能性が高く，そうした日常の文書管理業務の結果として特定の文書ファイルが存在

しないことが判明したのであれば，その時点で速やかに当該ファイルを行政文書フ

ァイル管理簿から抹消する等必要な措置を講じておくべきであった。本件において

実際に保有している文書ファイルと管理簿の記載事項が異なっていたことは，文書

管理の適切さを欠くものと言わざるを得ない。（平成２１年度（行情）答申第４６６

号） 

  ・ 当審査会からインカメラ文書の提示を求められたことを契機として，本件対象文

書の一部の不存在が発覚し，不開示理由を変更したことは，諮問庁における行政文

書の管理が極めてずさんであると言わざるを得ず，今後諮問庁においては，行政文

書の管理の適正化に真剣に取り組むことが望まれる。（平成２１年度（行情）答申第

６２３号） 

など     

  

４） 開示決定時等の理由の提示について付言したもの（７） 

・ 本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「当省では該当する文書

を保有していないため，不開示（不存在）としました」とのみ記載されているとこ

ろ，一般に，文書の不存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保

有していないという事実を示すだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していな

いのか，あるいは作成又は取得した後に廃棄又は亡失したのか等，当該文書が存在

していないことの要因についても理由として付記することが求められる。 
したがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切

を欠くものであると言わざるを得ず，諮問庁においては，今後の対応においては上

記の点につき，留意すべきである。（平成２１年度（行情）答申第４７０号） 
  ・ 原処分の不開示決定通知書の「不開示とした理由」には，存否応答拒否における

具体的な不開示事由等が明確に記載されておらず，本件不開示決定に係る理由付記

は，適切を欠くものであったと言わざるを得ない。今後，開示請求に係る事務手続

において，適切な対応をすることが望まれる。（平成２１年度（独情）答申第２７号） 
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など 

 

５） 審査会への対応について付言したもの（７） 

・ 政府情報開示請求権は，その性質上，迅速に実現される必要があることから，諮

問庁においては，今後，仮に同種案件の諮問を行う場合には，当審査会として迅速

かつ適切な調査審議及び判断ができるよう，より詳細な情報を速やかに提供するこ

とが望まれる。（平成２１年度（行情）答申第３５９号ないし第３７１号） 
・ 本件対象文書の当審査会への提示には，諮問から長期間を要しており，この諮問

庁の対応は情報公開制度の趣旨に則した真しな取組に欠けるものであったというほ

かない。（平成２１年度（行情）答申第５７９号） 
など 

 

６） 文書等の特定について付言したもの（６） 

・ 過去に同様の請求を受けた際に開示した文書と重複する請求を再度受けた場合で

も，その都度文書を特定し開示する必要があることから，前述の処分１は不適切で

あると言わざるを得ず，今後，処分庁においては，手続をより一層，適正，的確に

行うことが求められる。（平成２１年度（行情）答申第２０４号） 

など 

 

７） 開示決定の迅速・的確化について付言したもの（６） 

 ・ 処分庁は，開示請求を受理してから，法１０条１項に規定する開示決定等の期限

を過ぎ，約２年１か月後に不開示決定を行っているが，この処理期限に関して，同

条２項に基づく期限延長の通知を行っていない。 
この通知の欠如は，法の規定に反した不適切な措置であったと認められるほか，

このように長期間にわたり原処分を行わなかったことが文書の亡失という危険性を

高めた可能性があることにかんがみれば，今後は，法の制度趣旨を十分に理解した

上での迅速かつ適切な対応が望まれる。（平成２１年度（行情）答申第４６６号） 

など 

 

８） 開示・不開示の判断について付言したもの（４） 

・ 処分庁は，原処分において，審査請求人の氏名，住所及び印影並びに事業者の担

当者名といった個人識別性を有する情報を開示している。また，諮問庁は，本件は，

そもそも行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求につい

て教示すべき事案であったと説明している。 

このように原処分は，情報公開・個人情報保護制度の趣旨に背ちするものであっ

て，審査請求人及び当該特定個人等の処分庁に対する信頼を損なうものであり，諮

問庁においては，今後このような不適正な運用が生ずることのないよう処分庁への
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助言及び指導を徹底するなど，適切な措置を講じることが望まれる。（平成２１年

度（行情）答申第６１号） 

など 

 

９） 開示決定等における対象文書（保有個人情報）の表記について付言したもの（４） 

・ 原処分において特定した文書名を不開示決定通知書に明示していなかったことは，

後に補充理由説明書等で説明したとしても，法９条２項の趣旨に照らして適切であ

るとは言えず，今後は，対象文書の特定の趣旨を十分に踏まえた上での適切な処理

が望まれる。（平成２１年度（行情）答申第６２２号） 

・ 本件開示決定通知書には，開示を求める保有個人情報の記載はあるものの，特定

した保有個人情報の記載がされていないことが認められる。このような処分庁の事

務処理は，法の適正な運用を十分に行ったとは言えず，遺憾である。今後において

は，開示決定通知書に開示する保有個人情報を明記することを徹底し，事務処理の

適正化を十分に図ることが望まれる。（平成２１年度（独個）答申第７号） 

など 

 

 １０） 開示の実施手続について付言したもの（２） 

・ 開示実施したＤＶＤは不開示部分を単純に削除したものを開示しているところ，

本件においては異議申立人が不開示部分を特定することが必ずしも容易でない方法

でＤＶＤを開示した結果となっており，適当とは言えない。 

ＤＶＤについては，オリジナルのＤＶＤの不開示部分を単純に削除するにとどめ

ると，開示請求者は不開示部分を容易には特定できないことになることから，今後，

開示決定に係るＤＶＤの写しを作成する際には，不開示部分が容易に判別できる方

式を工夫するなど適切に処理することが望まれる。（平成２１年度（行情）答申第６

０３号） 

など 

  

１１） 補正に関する対応について付言したもの（１） 

・ 当審査会において，本件開示請求書を確認したところ，当該請求書自体に処分庁

の担当職員による記載の加除等が施されており，これをもって諮問庁が本件法人文

書開示請求書の補正と称していること，すなわち，本件「補正」は，異議申立人本

人ではなく，処分庁の担当職員が行ったことが，また，開示請求手数料は，当該「補

正」による開示請求文書の件数を基に算定されていることが認められ，異議申立人

も，本件開示請求書につき，処分庁が不適切な補正及び開示請求手数料の請求を行

ったとしている。 
    このような処分庁の対応は，本件につき，補正の手続及びその内容を不明確にす

るとともに，開示請求文書に該当しない文書に対する開示請求手数料を請求しこれ
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を納付させたものであって，適正を欠くと言わざるを得ず，遺憾である。今後にお

いては，情報公開制度に関する事務処理手続の適正化を図ることを望むものである。

（平成２１年度（独情）答申第２０号）                            

 

１２） 開示決定等通知書の不適切な記載について付言したもの（１） 

・ 本件再開示決定に係る通知書の「１ 開示する保有個人情報」欄に，開示する保

有個人情報の名称及び開示されない保有個人情報の名称とその不開示とした理由 

が合わせて記載されており，このような記載は，通知を受ける者には分かりにくい

ので，開示決定等の通知に当たっては，開示するものと不開示とするものとを明確

に区分して記載すべきであり，処分庁においては，決定の内容が誤解を招かないよ

うに記載するよう努めるべきである。（平成２１年度（独個）答申第２３号） 
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【参考】平成２１年度に付言を行った答申一覧 

区  分 答 申 番 号 

１）諮問の遅れ・早期諮問につ

いて付言したもの（２９） 

平成２１年度（行情）答申第１号 

平成２１年度（行情）答申第５号及び第６号 

平成２１年度（行情）答申第１１号 

平成２１年度（行情）答申第１７号 

平成２１年度（行情）答申第２３号 

平成２１年度（行情）答申第３５号 

平成２１年度（行情）答申第４９号 

平成２１年度（行情）答申第１４９号 

平成２１年度（行情）答申第１５１号 

平成２１年度（行情）答申第１５２号 

平成２１年度（行情）答申第１５７号 

平成２１年度（行情）答申第３０８号 

平成２１年度（行情）答申第３０９号 

平成２１年度（行情）答申第３３８号 

平成２１年度（行情）答申第３７２号 

平成２１年度（行情）答申第４４８号 

平成２１年度（行情）答申第４４９号 

平成２１年度（行情）答申第４６５号 

平成２１年度（行情）答申第４６６号 

平成２１年度（行情）答申第４６７号 

平成２１年度（行情）答申第５４９号 

平成２１年度（行情）答申第５７９号 

平成２１年度（行情）答申第５９３号 

平成２１年度（行情）答申第６５１号 

平成２１年度（行情）答申第６５２号 

平成２１年度（行情）答申第６５３号 

平成２１年度（行情）答申第６５４号 

平成２１年度（行個）答申第９１号 

平成２１年度（行個）答申第９６号 

２）情報提供について付言した

もの（１８） 

平成２１年度（行情）答申第６２号 

平成２１年度（行情）答申第６３号 

平成２１年度（行情）答申第９０号 

平成２１年度（行情）答申第９１号 

平成２１年度（行情）答申第９２号 

平成２１年度（行情）答申第９３号 
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平成２１年度（行情）答申第４７０号 

平成２１年度（行情）答申第４７３号 

平成２１年度（行情）答申第４９７号 

平成２１年度（行情）答申第５０２号 

平成２１年度（行情）答申第５８３号 

平成２１年度（行情）答申第５８５号 

平成２１年度（独情）答申第３８号 

平成２１年度（行個）答申第３８号 

平成２１年度（行個）答申第３９号 

平成２１年度（行個）答申第５９号 

平成２１年度（行個）答申第１０５号 

平成２１年度（独個）答申第２５号 

３）文書管理について付言した

もの（１５） 

平成２１年度（行情）答申第１７号 

平成２１年度（行情）答申第４９号 

平成２１年度（行情）答申第１００号 

平成２１年度（行情）答申第１７４号 

平成２１年度（行情）答申第２７８号 

平成２１年度（行情）答申第２８８号 

平成２１年度（行情）答申第３３３号ないし第３３６号

平成２１年度（行情）答申第３３８号 

平成２１年度（行情）答申第４６６号 

平成２１年度（行情）答申第４６７号 

平成２１年度（行情）答申第５２２号 

平成２１年度（行情）答申第５３８号 

平成２１年度（行情）答申第６２３号 

平成２１年度（行個）答申第１０１号 

平成２１年度（行個）答申第１０５号 

４）開示決定時等の理由の提示

について付言したもの（７） 

平成２１年度（行情）答申第４６８号 

平成２１年度（行情）答申第４７０号 

平成２１年度（行情）答申第４８８号 

平成２１年度（独情）答申第２５号 

平成２１年度（独情）答申第２７号 

平成２１年度（独情）答申第３７号 

平成２１年度（行個）答申第９０号 

５）審査会への対応について付

言したもの（７） 

平成２１年度（行情）答申第２６号 

平成２１年度（行情）答申第２７号 

平成２１年度（行情）答申第３５９号ないし第３７１号
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平成２１年度（行情）答申第５７９号 

平成２１年度（行情）答申第６２４号ないし第６２６号

平成２１年度（行情）答申第６２７号，第６２８号及び

第６３０号 

平成２１年度（行情）答申第６３１号，第６３３号及び

第６３７号 

６）文書等の特定について付言

したもの（６） 

平成２１年度（行情）答申第２６号 

平成２１年度（行情）答申第２７号 

平成２１年度（行情）答申第１４９号 

平成２１年度（行情）答申第２０４号 

平成２１年度（行情）答申第４３４号 

平成２１年度（行情）答申第５４１号 

７）開示決定の迅速・的確化に

ついて付言したもの（６） 

平成２１年度（行情）答申第２６号 

平成２１年度（行情）答申第２７号 

平成２１年度（行情）答申第４６６号 

平成２１年度（行情）答申第５３８号 

平成２１年度（行情）答申第５９３号 

平成２１年度（行情）答申第６５６号 

８）開示・不開示の判断につい

て付言したもの（４） 

平成２１年度（行情）答申第６１号 

平成２１年度（行情）答申第５８６号 

平成２１年度（独情）答申第４５号 

平成２１年度（独情）答申第４８号 

９）開示決定等における対象文

書（保有個人情報）の表記につ

いて付言したもの（４） 

平成２１年度（行情）答申第３３１号 

平成２１年度（行情）答申第３８１号 

平成２１年度（行情）答申第６２２号 

平成２１年度（独個）答申第７号 

１０）開示の実施手続について

付言したもの（２） 

平成２１年度（行情）答申第４３４号 

平成２１年度（行情）答申第６０３号 

１１）補正に関する対応につい

て付言したもの（１） 

平成２１年度（独情）答申第２０号 

１２）開示決定等通知書の不適

切な記載について付言したもの

（１） 

平成２１年度（独個）答申第２３号 

（注） 平成２１年度（行情）答申第１７号，平成２１年度（行情）答申第２６号，平成２１年度（行情）

答申第２７号，平成２１年度（行情）答申第４９号，平成２１年度（行情）答申第１４９号，平成

２１年度（行情）答申第３３８号，平成２１年度（行情）答申第４３４号，平成２１年度（行情）

答申第４６６号，平成２１年度（行情）答申第４６７号，平成２１年度（行情）答申第４７０号，

平成２１年度（行情）答申第５３８号，平成２１年度（行情）答申第５７９号，平成２１年度（行

情）答申第５９３号及び平成２１年度（行個）答申第１０５号においては，複数の項目にわたって
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付言している。 


